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 開  議  

 議  長  皆さんお疲れさまでございます。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１４：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 町長から追加議案の提案理由の説明を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  こんにちは。 

 本日は、令和６年第２回定例会の最終日でございますが、開会日にお願いいたし

ておりましたように追加議案を上程させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、追加議案５件の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第４１号、財産の取得につきましては、給食調理室厨房機器を取得するにあ

たり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分

に関する条例の規定により、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第４２号、財産の取得につきましては、電子黒板機能付きプロジェクター及

び電子黒板機能付きディスプレイを取得するにあたり、地方自治法及び筑前町議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、町議

会の議決を求めるものです。 

 議案第４３号、工事請負契約の締結につきましては、コスモスプラザ空調熱源改

修工事の請負契約を締結するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、町議会の議決を求め

るものです。 

 議案第４４号、工事請負契約の締結につきましては、中牟田小学校教室増築工事

の請負契約を締結するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、町議会の議決を求めるもの

です。 

 議案第４５号、工事請負契約の締結につきましては、東小田小学校教室増築工事

の請負契約を締結するにあたり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得または処分に関する条例の規定により、町議会の議決を求めるもの

です。 

 以上が追加議案の提案理由です。 

慎重にご審議いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

よろしくお願いします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 議案第３５号「筑前町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 
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 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３５号「筑前町行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を採決します。 

 議案第３５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３ 議案第３６号「筑前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 河内議員 

 河内議員  議案書の７ページ、新旧対照表です。 

 第３１条第２号の（３）、満３歳以上満４歳に満たない児童おおむね１５人につき

１人、法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき、受け入れる場合に限るとあり

ますが、これはどんな場合でしょうか。 

それと、この条例は私立にも適用されるのか、お尋ねします。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 本条例に定める家庭的保育事業等とは、小規模保育事業や事業所内保育事業のこ

とを位置づけており、原則、保育できるのは０歳から２歳児までとなっております。 

 議員ご質問の法第６条の３第１０項第２号には、この家庭的保育事業等において

地域の実情を勘案して必要があるときは、３歳以上児の保育が必要な場合に限り３

歳から５歳児の受け入れを可能とする旨規定がされていますので、特例的に小規模

保育において３歳以上児の受け入れを行った場合ということになります。 

 また、本条例において経営形態の区別は規定されておりませんので、公立、私立

の区別なく全ての家庭的保育事業について適用となります。 

 以上でございます。 

 議  長 河内議員 

 河内議員  人数が少なくなるから保育士さんがたくさんいるわけですけれども、その保育士

さんがちゃんと足りているかどうか、それはどうやって確認するんでしょうか。 

 議  長  こども課長 

こども課長  お答えいたします。 

 まず、必要な保育士の人数というのは、それぞれの施設が定めております定員数

につきまして配置基準で割ることにより算出をさせていただきます。その際、年齢

ごとの定員について配置基準で割るわけですけれども、小数点がそれぞれの人数で

発生する場合がございます。各年齢ごとの場合は小数点第２位までを算出し、その

第２位については切り捨てを行います。 

また、それぞれの年齢でこうやって算出された基準を全て足し合わせて、最終的

に出した総計について小数点以下で四捨五入するという形になります。 

 また、どういうふうに確認するかという点につきましては、毎年、施設について

監査を行っておりますので、そのときの書類によって確認をさせていただくように

なっております。 

 以上でございます。 
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 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３６号「筑前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を採決します。 

 議案第３６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 議案第３７号「筑前町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題とします。 

 議  長  これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３７号「筑前町営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を採決します。 

 議案第３７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 議案第３８号「令和６年度筑前町一般会計補正予算（第１号）につい

て」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 石橋議員 

 石橋議員  補正予算資料の７ページですけれども、筑前町ファーマーズマーケット支援事業

で設備の緊急的な修繕に備えるための増額といたしまして１００万円計上されてお

りますけれども、これは何の修繕なのか、お尋ねいたします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 特に現在、トイレは壊れておりますけれども、１００万円が修理にかかるという

ものではございません。ただ、本年のエアコンの修繕もそうですが、そもそも以前

より修繕費の予算計上をしておらず、みなみの里の設備に不備があった場合には迅

速な対応ができていない状況でございます。 

また、みなみの里との協定では、２０万円以上の修繕については町となっている

にもかかわらず、近年ではみなみの里が修繕を実施する状況が続いております。そ

のための計上となっております。 
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 以上でございます。 

 議  長  石橋議員 

 石橋議員  そしたら修繕をして１００万円までに至らなかった場合の差額の分というのは、

不用に落とされるのか、繰り越しになるのか、お尋ねをいたします。 

 議  長  農林商工課長 

農林商工課長  お答えいたします。 

 もちろん使わなかった分に関しては、そのまま町のほうの予算となります。 

 以上でございます。 

 議  長  ほかに質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３８号「令和６年度筑前町一般会計補正予算（第１号）につい

て」を採決します。 

 議案第３８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 議案第３９号「令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）について」を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第３９号「令和６年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）について」を採決します。 

 議案第３９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第７  

 議  長  日程第７ 議案第４０号「令和６年度筑前町下水道事業会計補正予算（第１号）

について」を議題とします。 

 議  長  これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 
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 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから議案第４０号「令和６年度筑前町下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて」を採決します。 

 議案第４０号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第８  

 議  長  日程第８ 議案第４１号「財産の取得について（給食調理室厨房機器更新事業）」

を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長 

 

 それでは、追加議案書の３ページをお願いいたします。 

 議案第４１号「財産の取得について」 

 次のとおり財産を取得するため、議決を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長の説明のとおりです。 

 １ 取得する財産 ガス回転釜、マイコンスライサー、業務用冷蔵庫他 

 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 取 得 価 格 １,１２２万円（内消費税１０２万円） 

 ４ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区博多駅南５－９－２４ 

株式会社中西製作所九州支店 

支店長 小谷雅人 

 ４ページをお願いいたします。 

 財産の取得にあたっては指名競争入札を行っております。入札結果につきまして

は、株式会社中西製作所九州支店が第１回目の入札で落札し、落札率は９６.６９％

でございます。 

 財産の名称及び数量、主な仕様は参考に記載のとおりです。 

納入場所は筑前町内各小中学校で、納入期限は令和６年８月２３日です。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４１号「財産の取得について（給食調理室厨房機器更新事業）」

を採決します。 

 議案第４１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 
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 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 日程第９  

 議  長  日程第９ 議案第４２号「財産の取得について（電子黒板更新事業）」を議題とし

ます。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の５ページをお願いいたします。 

 議案第４２号「財産の取得について」 

 次のとおり財産を取得するため、議決を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １ 取得する財産 電子黒板機能付きプロジェクター及び電子黒板機能付きディ

スプレイ 

 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 取 得 価 格 ２,１１３万２,９８０円（内消費税１９２万１,１８０円） 

 ４ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区古門戸町５番１５号 

株式会社レイメイ藤井福岡営業部 

常務取締役営業統括部長 中尾政彦 

 ６ページをお願いいたします。 

 財産の取得にあたっては指名競争入札を行っております。入札結果につきまして

は、株式会社レイメイ藤井福岡営業部が第１回目の入札で落札し、落札率は９５.４

０％でございます。 

 財産の名称及び数量、主な仕様は参考に記載のとおりです。 

納入場所は筑前町内各中学校、中牟田小学校で、納入期限は令和６年９月１３日

です。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑、ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４２号「財産の取得について（電子黒板更新事業）」を採決しま

す。 

 議案第４２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１０  

 議  長  日程第１０ 議案第４３号「工事請負契約の締結について（コスモスプラザ空調

熱源改修工事）」を議題とします。 
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 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長 

 

 追加議案書の７ページをお願いいたします。 

 議案第４３号「工事請負契約の締結について」 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １ 工 事 名 コスモスプラザ空調熱源改修工事 

 ２ 契約の方法 随意契約（公募型プロポーザル） 

 ３ 請負契約額 ３億５,７５０万円（内消費税３,２５０万円） 

 ４ 契約の相手方 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目５番１号 

日比谷総合設備株式会社九州支店 

執行役員九州支店長 高野貴義 

 ８ページをお願いいたします。 

 参考といたしまして、見積り入札結果につきましては予定価格に対する落札率は

９７.０１％でございます。 

 工事箇所及び工事概要は記載のとおりです。 

工期は契約の効力発生の日から令和７年３月２１日までです。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４３号「工事請負契約の締結について（コスモスプラザ空調熱

源改修工事）」を採決します。 

 議案第４３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１１  

 議  長  日程第１１ 議案第４４号「工事請負契約の締結について（中牟田小学校教室増

築工事）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の９ページをお願いいたします。 

 議案第４４号「工事請負契約の締結について」 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

 本日付提出、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １ 工 事 名 中牟田小学校教室増築工事 
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 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 請負契約額 １億８,０４０万円（内消費税１,６４０万円） 

 ４ 契約の相手方 福岡県朝倉市甘木７４９番地１ 

大坪・峰特定建設共同企業体 

代表取締役 大坪義和 

 １０ページをお願いいたします。 

 入札結果につきましては、大坪・峰特定建設共同企業体が第１回目の入札で落札

し、落札率は９８.９１％でございます。 

 工事箇所及び工事概要は記載のとおりです。 

工期は契約の効力発生の日から令和７年３月１４日まででございます。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４４号「工事請負契約の締結について（中牟田小学校教室増築

工事）」を採決します。 

 議案第４４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１２  

 議  長  日程第１２ 議案第４５号「工事請負契約の締結について（東小田小学校教室増

築工事）」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 財政課長 

 財政課長  追加議案書の１１ページをお願いいたします。 

 議案第４５号「工事請負契約の締結について」 

 次のとおり工事請負契約を締結することについて、議会の議決を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １ 工 事 名 東小田小学校教室増築工事 

 ２ 契約の方法 指名競争入札 

 ３ 請負契約額 １億１,２２０万円（内消費税１,０２０万円） 

 ４ 契約の相手方 福岡県朝倉郡筑前町上高場９８５番地 

西依建設株式会社 

代表取締役 西依達也 

 １２ページをお願いいたします。 

 入札結果につきましては、西依建設株式会社が第１回目の入札で落札し、落札率

は９６.６７％でございます。 
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 工事箇所及び工事概要は記載のとおりです。 

工期は契約の効力発生日から令和７年３月１４日まででございます。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑ないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、議案第４５号「工事請負契約の締結について（東小田小学校教室増築

工事）」を採決します。 

 議案第４５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１３  

 議  長  日程第１３ 請願第１号「「地方財政の充実・強化を求める意見書」の提出を求め

る請願書」及び発議第１号「地方財政の充実・強化を求める意見書」を一括議題と

します。 

 本件について、総務建設常任委員会委員長の報告並びに関連して発議第１号の説

明を求めます。 

 柳雅明総務建設常任委員長 

総務建設常任

委員長 

 

 総務建設常任委員会委員長の柳でございます。 

 定例会初日の６月７日において、総務建設常任委員会に付託されました請願第１

号につきまして、６月７日に委員会を開催いたし審議いたしました。その審査の経

過並びに結果についてのご報告を申し上げます。 

 議会提出議案書の１ページをお開きください。 

 請願第１号の結果は、お手元に配付の委員会審査報告書のとおり採択であります。

挙手による採決を行い、挙手全員により採択と決定いたしました。これにより、本

請願は意見書提出を願意としていることから、発議第１号を提出いたします。 

 ２ページをご覧ください。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書。 

 標記の議案を地方自治法第１０９条第６項及び筑前町議会会議規則第１３条第２

項の規定により、別紙のとおり提出いたします。 

 提出者、総務建設常任委員会委員長、柳雅明。 

 提出の理由、地域公共サービスを担う人員は不足しており、疲弊する職場実態に

ある中、感染症対策や多発する大規模災害への対策、物価高騰への対応も迫られて

いる。 

 ２０２５年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見

積り地方財政の確立を目指す必要があることから、地方財政の充実・強化について

国に意見書を提出する。 

 これが、本議案を提出する理由です。 
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 ３ページをご覧ください。 

 意見書につきましては、お手元に配付したとおりでございます。 

地方財政の充実・強化が実現されるよう、国の関係機関に意見書を提出いたしま

す。 

全会一致でのご賛同をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 議  長  これから、委員長報告及び説明に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑はないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 次に、発議第１号について先議いたします。 

 お諮りします。 

 これから地方財政の充実・強化を求める意見書を採択します。 

 発議第１号は、採択することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議第１号は採択することに決定をいたしました。 

 したがって、発議第１号については、地方自治法第９９条の規定により、関係行

政庁へ意見書を提出いたします。 

 なお、請願第１号は採択すべきものとみなします。 

日程第１４  

 議  長  日程第１４ 発議第２号「筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題とします。 

 議案の提案理由の説明を提出者に求めます。 

 寺原裕明議員 

 寺原議員  ただいまから、発議第２号の提案理由の説明をいたします。 

 議会提出議案書の５ページをお開きください。 

 発議第２号「筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」 

 上記の議案を別紙のとおり筑前町議会会議規則第１３条第２項の規定により提出

します。 

 提出者は、議会運営委員会委員長、寺原裕明であります。 

 提案の理由、筑前町行政組織条例の一部改正に伴い、筑前町議会委員会条例の一

部を改正する必要がある。これがこの条例案を提出する理由であります。 

 議会提出議案書の６ページをお開きください。 

 第２条第１項第１号、総務建設常任委員会所管事項に大刀洗平和記念館を新しく

追加するものです。 

 附則、この条例は公布の日から施行するものとする。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

 （質疑なし） 
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 議  長  質疑はないようです。 

 これから討論を行います。 

 討論ございませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、発議第２号「筑前町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を採決します。 

 発議第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

日程第１５  

 議  長  日程第１５ 「議会運営委員会閉会中の所掌事務継続調査申出書」を議題としま

す。 

 議会運営委員会委員長から、会議規則第７３条の規定によって、お手元にお配り

したとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 

日程第１６  

 議  長  日程第１６ 「常任委員会閉会中の所管事務継続調査申出書」を議題とします。 

 各常任委員会委員長から、会議規則第７３条の規定によって、お手元にお配りし

たとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。 

 閉  会  

 議  長  これで本日の会議は全部終了いたしました。 

 田頭町長 

 町  長  令和６年筑前町第２回定例会閉会にあたりまして、ご挨拶申し上げます。 

 提案いたしました全ての議案を可決いただきました。 

ありがとうございます。 

 さて、日本国においては人口減少社会が進行する中で、本町は先人のまちづくり

の基盤を礎に、積極的に地方創生や子育て支援等を推進し、人口問題対策に取り組

んでまいりました。現在、地の利等、総合的な成果として近年人口が増加傾向にあ

ります。 

 重要な指標であります出生率も、福岡県の平均１.４０を上回る１.７６と増加して

おります。これは、１０年前と比較しますと、国・県とも低下傾向にある中で、本

町は０.２６の増加となっております。国の施策は人口減少対策が主流になる中で、

本町は本定例会で可決された議案の学校増築等、また、昨年の学童保育施設整備も
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町特有の人口増の流れにあるものでございます。 

 さらに、今後、喫緊の課題として、保育所等の開設、増設等が必要となります。

さらに、本町南部の久留米筑紫野線を生かした企業立地対策が、将来の雇用の創出

や定住促進に寄与するものであると考えられます。 

 将来に向けて定住人口の安定こそが、まちづくりの根幹となるものであります。

今後も人口問題を、転入人口だけでなく子どもの出生率にも意を用いながら、まち

づくりを進めてまいりたいと思います。 

 それでは、本定例会お疲れさまでございました。 

ありがとうございました。 

 議  長  町長からの挨拶が終わりました。 

 会議を閉じます。 

 令和６年第２回筑前町議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（１４：４０） 

 上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
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